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第１３号議案 令和８年度長崎市一般会計予算
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予算額事 業 名
予 算 説 明 書

番号目項款ページ

千円
７９９

（２５３）

公共施設マネジメント推進費
(うち､統廃合後の学校施設

の利活用に係る分)
２－２

６
財産管理費

１
総務管理費

２
総務費116～119

１ 事業の概要

２ 事業内容

統廃合後の学校施設（以下「廃校」という。）については、大規模な土地や建物であるが、利活用が
進んでいない状況である。
そのため、広いネットワークや専門的知見を持つ株式会社十八親和銀行と連携して、廃校についての

情報を発信し、民間における利活用の可能性や利活用に向けた課題を調査することで、廃校利活用につ
なげる。

２５３千円バス借上料

廃校見学のためのバスツアーを実施する。
バスツアー実施後には参加者に対してアンケートを実施し、廃校利活用のニーズや課題を調査する。

財 源 内 訳
事 業 費

一般財源その他地方債県支出金国庫支出金

千円
２５３

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
２５３

３ 財源内訳
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４ 利活用対象廃校分布図

尾戸小学校

高城台小学校
現川分校

江平中学校

手熊小学校

南小・中学校

樺島小学校
立神小学校

式見中学校

黒崎中学校

令和２年３月31日閉校

令和８年３月31日閉校

平成13年３月31日閉校

平成31年３月31日閉校

平成30年３月31日閉校

平成28年３月31日閉校

令和３年３月31日閉校

小学校 令和６年３月31日閉校
中学校 令和４年３月31日閉校

平成22年３月31日閉校

出展：国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/)
国土地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/)を加工して作成
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６ 今後の流れ（案）

⑴ ニーズ等の調査

民間へ廃校についての情報を発信するとともに、関心のある方を対象にバスツアーによる廃校見学
を実施することにより、ニーズや課題に関する調査を行う。

⑷ 利活用者の決定

売却又は貸付け契約を締結し、利活用を図る。

令和元年10月 旧樺島小学校、旧尾戸小学校及び旧黒崎中学校において、サウンディング型市場調査
により利活用事業者の募集を行ったが、応募なし。

令和３年２月 旧尾戸小学校において、売却に係る制限付一般競争入札を行ったが、応札なし。

５ これまでの経緯

⑶ 公募

⑴及び⑵を踏まえ、公募条件等を検討の上、プロポーザル方式等により利活用希望者を募集し、
提案内容を審査のうえ、利活用の相手方を選定する。

令和10年度
令和９年度令和８年度

下半期上半期下半期上半期

⑵ 地域への説明

民間からの意見・提案を踏まえ、廃校の利活用に関する地域への説明を行う。

⑵ 地域への説明⑴ ニーズ等の調査 ⑶ 公募 ⑷ 利活用者の決定 ●利活用開始

スケジュール
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予算額事 業 名
予 算 説 明 書

番号目項款ページ

千円
６６，６０４市有財産解体費２－８

６
財産管理費

１
総務管理費

２
総務費116～119

１ 事業の概要

２ 事業内容

財 源 内 訳
事 業 費

一般財源その他地方債※県支出金国庫支出金

千円
１３，９０４

千円
－

千円
５２，７００

千円
－

千円
－

千円
６６，６０４

３ 財源内訳

※ 公共施設等適正管理推進事業債 ⑴の解体工事費 充当率 90％ （交付税措置なし）

県有地との交換及び老朽化による建物の解体

５８，５００千円⑴ 解体工事費

８，０４０千円⑵ 委 託 料

ア 旧玉園町公舎（施設概要①） １３，５００千円
イ 旧立神小学校屋内運動場（施設概要②） ４５，０００千円

ア 石綿含有分析等委託（旧野母崎樺島地区公民館ほか５件） ７，２０５千円
イ 産業廃棄物処理委託 ８３５千円

６４千円⑶ その他経費

-5-



４ 債務負担行為

※ 公共施設等適正管理推進事業債 充当率 90％ （交付税措置なし）

財源内訳
旧立神小学校屋内運動場解体工事

一般財源
特定財源

その他地方債※県支出金国庫支出金限度額期間

千円

６，８００

千円

－

千円
６０，７００

千円
－

千円
－

千円

６７，５００
令和９年度

財源内訳
旧玉園町公舎解体工事

一般財源
特定財源

その他地方債※県支出金国庫支出金限度額期間

千円

２，１００

千円

－

千円
１８，１００

千円
－

千円
－

千円

２０，２００
令和９年度

・ 15か月程度（R８.10～R９.12）の工事となるため、債務負担行為を設定

・ 地元自治会への貸付終了後の工事（R８.12～R９.４）となるため、債務負担行為を設定

（令和８年度工事費 １３，５００千円、令和９年度工事費 ２０，２００千円、合計 ３３，７００千円）

（令和８年度工事費 ４５，０００千円、令和９年度工事費 ６７，５００千円、合計 １１２，５００千円）
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名称
所在地
建物構造等

延床面積
建築年月

旧玉園町公舎
長崎市玉園町２番地62
鉄筋コンクリート・木造セメント
かわらぶき・陸屋根２階建
３１３．６４㎡
昭和46年12月（築54年）ほか

①

当該地

位 置 図

現 況 写 真

現 況 写 真

５ 施設概要

出展：国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/)
国土地理院地図を加工して作成
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１ 長崎県有地（小ヶ倉団地自治会集会所用地を除く３箇所）と、玉園町の市有地の交換に向けて進めるこ
とで長崎県と覚書を締結しており、今後、旧玉園町公舎の建物解体などの準備を進める。
なお、旧玉園町公舎近隣の地元自治会から令和８年11月末まで旧玉園町公舎を借用したい旨の申し出が

あったため、県、市及び地元自治会の３者で土地や建物の使用に関する取扱いに係る覚書を締結し貸し
付けを行っている。

２ 小ヶ倉団地自治会集会所用地は、長崎県において管理する部署と会計が１と異なるため、別途、長崎県
有地と小ヶ倉町２丁目の市有地の交換に向けて進めることで長崎県と覚書を締結しており、今後、土地の
交換に向けて分筆登記測量などの準備を進める。

自治会集会所用地となっている長崎県有地と市有地の交換に係る長崎市の対応

各自治会が安心して地域コミュニティ活動を継続していけるよう、自治会集会所用地となっている
長崎県有地と市有地の交換について協議が整ったため、今後、次のように進めていく予定。

愛宕団地自治会集会所用地

平和町自治会集会所用地

戸町３丁目自治会集会所用地

長崎県の財産（自治会集会所用地）

小ヶ倉団地自治会集会所用地

長崎市の財産

旧玉園町公舎用地（玉園町２番62）

交換

交換

※条件:土地上の建物は長崎市が解体

旧老人憩いの家おみず荘用地
（小ヶ倉町２丁目700番1）
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自治会集会所用地となっている長崎県有地と市有地の交換に係る長崎市の対応

【旧玉園町公舎における今後の想定スケジュール】

令和７年11月～ 地元自治会への旧玉園町公舎の土地及び建物の貸付け
令和８年11月

令和８年12月～ 旧玉園町公舎の解体に係る解体工事着手

令和９年上半期 長崎県有地と長崎市有地の交換に係る仮契約の締結

令和９年下半期 長崎県有地と長崎市有地の交換に係る議案の提出

財産の交換の契約成立後、市有地を自治会集会所用地として活用

令和８年２月市議会 旧玉園町公舎の解体に要する経費の予算議案の提出
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名称
所在地
建物構造等
延床面積
建築年月

旧立神小学校屋内運動場
長崎市西立神町170番地１､150番地２
鉄骨造一部鉄筋コンクリート造平家建
４２２．８５㎡
昭和49年５月（築51年）

②

位 置 図

当該地

現 況 写 真

現 況 写 真

出展：国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/)
国土地理院地図を加工して作成
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予算額事 業 名
予 算 説 明 書

番号目項款ページ

千円
１６１，５７３

【単独】用地取得費
用地取得費４－１

６
財産管理費

１
総務管理費

２
総務費116～119

１ 事業の概要

２ 土地の概要

土地取得特別会計において用地買収対象者の移転先として保有している代替地について、今後活用の見込みがない

ことから、売却するため、一般会計において取得するもの。

【取得予定地】

取得見込額購入年月日地積地目所 在物件

142,626千円
平成22年８月５日

216.10㎡宅地
万屋町266番２

1
平成５年２月５日万屋町267番１

18,947千円平成30年８月13日326.67㎡宅地
出雲２丁目113番１

2 
出雲２丁目113番２

161,573千円542.77㎡合 計
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４ 土地の経緯

道路事業用地等の先行取得を目的として設置している土地取得特別会計において、都市計画道路銅座町松が枝町

線（銅座工区）等の街路事業の代替地として保有していた万屋町の物件及び市道川上町出雲線の代替地として保有

していた出雲２丁目の物件について、事業の進捗に伴い、代替地として活用の見込みがなくなったもの。

財 源 内 訳
事 業 費

一般財源その他地方債県支出金国庫支出金

千円
１６１，５７３

千円
－

千円
－

千円
－

千円
－

千円
１６１，５７３

３ 財源内訳
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５ 位置図及び現況写真

⑴ 万屋町 ⑵ 出雲２丁目

現況写真現況写真

位 置 図 位 置 図
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長崎市は、都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、令和
５年度から宿泊税を導入している。宿泊税を賦課するにあたり、特別徴収事務に要する経費、システム運用管理等に要する経費及び宿泊税特
別徴収事務報償金などを予算計上しているが、令和９年度より宿泊税の税率改正を予定しているため、令和８年度当初予算において、税率改
正に伴う経費を併せて計上するもの。

（1）通常の宿泊税賦課事務に係る経費 １４，０２１千円

特別徴収義務者への資料郵送料、宿泊税システムの保守、パソコン等の賃借料 などア 宿泊税賦課事務に係る経費【4,271千円】

特別徴収事務に係る報償金イ 宿泊税特別徴収事務報償金【9,750千円】

（2）宿泊税の税率改正に伴う経費 １１，９８３千円

宿泊税の税率を改正するため、システムの改修・構築が必要となる宿泊事業者に対し、
システムの整備等に要する費用の一部を補助する。

ア 宿泊事業者へのシステム改修補助金
【7,500千円】

長崎市宿泊税の登録特別徴収義務者（ア）補助対象者

税率改正に伴うシステム構築・改修に要する経費に対し、補助対象経費の２分の１に
相当する額を補助する。 補助額上限 構築：50万円 改修：30万円

（イ）補助の内容

税率改正の周知を図るため、宿泊施設や旅行代理店等に配布するためのＰＲツール
（B3ポスター、A4チラシ、リーフレット、卓上POP）を作成する。

イ 税率改正ＰＲ用ポスター・チラシ等
【2,365千円】

税率改正に伴い、宿泊税の調定・収納情報を管理する宿泊税システムを改修するとともに、
ｅＬＴＡＸ等電子申告データの当該システムへの取込みを可能にするなどの改修を行う。

ウ 宿泊税システム改修業務委託料
【2,118千円】

１ 事業概要

２ 事業内容

予算額事 業 名
予 算 説 明 書

番号目項款ページ

千円
２６,００４宿泊税賦課費１－９２

賦課費
２

徴税費
２

総務費
138～141
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財 源 内 訳
事 業 費

一般財源※２その他※１地方債県支出金国庫支出金

千円
２６，００２

千円
２

千円
－

千円
－

千円
－

千円
２６，００４

４ 財源内訳

※２ 一般財源については宿泊税充当

※１ 雇用保険料個人負担金

３ スケジュール

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

令和9年度（2027）

事業
計画

令和8年度（2026）
年月

令和7年度（2025）

〇
発
注
・
契
約

宿泊税システム改修業務委託
契

約

準

備
ポスター・チラ シ等発注

★
宿
泊
税
税
率
改
正

◆宿泊事業者説明会（予定）

システム改修補助金申請受付・交付

◆
条
例
改
正

◆総務省同意（予定）

ポスター・チラ シ等配布（新税率周知）
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限度額
（設定額）

期 間
債 務 負 担 行 為

事 項ページ

千円
２０７，２２６

令和８年度～令和９年度電子調達システム等構築委託328～329

１ 電子調達システム等の概要

長崎市では、平成22年度に電子調達システム、令和5年度に電子契約システムを導入することで、入札参加資格
の申請手続きから入札・開札・契約手続といった一連の手続きをオンライン化している。

事業者が来庁することなく手続き可能となり、事務の省力化・効率化を図るとともに、事業者間での入札行動把
握が困難となることや開札処理の自動化による恣意性の排除が可能となり、入札の公正性・透明性を確保している。

入札・開札・契約手続

入
札
参
加
資
格
申
請

認

定

入

札

公

告

入
札
参
加
申
込

参
加
資
格
通
知

入

札

開

札

契

約

締

結

検
査
・
成
績
評
定

（１）システムについて

名

簿

登

録

参
加
資
格
確
認

入札参加資格申請手続

長崎市が発注する公共工事等の入札・契約の一連の手続きをオンライン化
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電子調達システム等の主な機能
入札参加に必要な資格の登録を行う申請をオンラインで実施① 入 札 参 加 資 格 申 請

入札参加資格の認定、名簿登録・管理② 業 者 管 理

入札公告、入札結果、契約内容、入札参加資格者名簿等をインターネット上で公開③ 入 札 情 報 サ ー ビ ス

公告中の入札への参加申込から開札に至る一連の入札・開札手続きをオンラインで実施④ 電 子 入 札

発注から契約に至る一連の案件情報を登録・管理⑤ 契 約 管 理

電子署名によりオンライン上で契約を締結⑥ 電 子 契 約

完成した建設工事、建設コンサルの成績を登録・管理⑦ 成 績 評 定

＜現電子調達システム等のイメージ図＞

①
③

⑤

⑦

⑥

②

④

※ ①②③④⑤⑦：電子調達システム ⑥：電子契約システム
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令和
９年度

令和
８年度

令和
７年度システム

1～3月10～12月7～9月4～6月1～3月10～12月7～9月4～6月3月

現システム

新
シ
ス
テ
ム
※

業者選定・契約
（プロポーザル方式）

運用
開始

システム構築業務委託（約１年半）

（２）スケジュール（予定）

２ 事業費・スケジュール

（１）事業費 ２０７,２２６千円

（２）現状・問題点

電子調達システム導入から１５年が経過しシステムが老朽化しており、OS等のサポート期限切れによる
セキュリティ上の問題のため、令和９年１２月までしか使用できない。

（３）対応策

公共工事等の発注・調達を安定的に行うためシステムの更新を行う。
（令和１０年１月運用開始）

委託料 ２０７，２２６千円（システム構築費）
（支出予定額：令和8年度 0千円、令和9年度 207,226千円）

※競争性確保のため分割発注を想定

システム構築業務委託（約１年）業者選定・契約
（プロポーザル方式）

新
旧
切
替

電子入札
機能

業者・契
約情報管
理等機能

運用
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財源内訳
電子調達システム等構築委託

一般財源
特定財源

その他※２地方債※１県支出金国庫支出金限度額期間

千円
１６，１９８

千円
４６，１２８

千円
１４４，９００

千円
-

千円
-

千円
２０７，２２６

令和８年度から
令和９年度まで

※１デジタル活用推進事業債 充当率９０％ （交付税措置率５０％) ※２ 上下水道局負担金

３ 債務負担行為
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（1） R８当初予算
１ 市税の状況

個人市民税
212.4億円

固定資産税
236.8億円

事業所税 18.8億円

都市計画税 43.4億円

宿泊税 3.9億円

令和8年度市税当初予算額
603.5億円

（R7当初予算額 601.6億円）

軽自動車税 11.0億円

市たばこ税 27.9億円

入湯税 0.6億円

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

0.3184,91460,160,81360,345,7271 市税

0.6158,35625,945,94526,104,3011 市民税

5.61,122,36420,114,23921,236,6031 個人

▲16.5▲964,0085,831,7064,867,6982 法人

主な増減理由税目

●所得割の納税義務者が2,815人増（173,973人⇒176,788人）し、うち給与所得者
が1,891人増（139,498人⇒141,389人）するとともに、1人当たり給与所得も111
千円増（3,380千円⇒3,491千円）すると見込んだことなどによる増 ＋13.0億円

●R7税制改正による扶養親族の所得要件の引上げ等による減 ▲1.4億円

個人市民税

（単位：千円・％）〈一般会計予算に関する説明書 22～23ページ〉

法人市民税 48.7億円

主な増減理由税目

法人市民税
増減率（R8-R7）R8R7区分

▲32.1％12.3％44.4％県内
経常利益
伸び率

（対前年度比）
0.7％5.8％5.1％全国（製造業）

4.1％8.6％4.5％全国（非製造業）

日本銀行全国企業短期経済観測調査をもとに試算

※増減率は各年12月調査数値をもとに試算

●企業の経常利益は増すると見込まれるものの、大口事業所等の令和7年度課税所

得の減等の影響による減 ▲9.6億円
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主な増減理由税目

●家屋 新増築等による増 ＋0.6億円

●償却資産 大型商業施設の減価償却に伴う減 ▲0.9億円
固定資産税

主な増減理由税目

●軽自動車税 軽四輪乗用（自家用車）において、買替え等により、税率が低い旧税
率適用車両が減し、税率の高い新税率適用車両が増することなどによ
る増 新税率適用車両 R7予算47,295台⇒R8予算50,533台(＋3,238台)

●環境性能割 環境性能割の廃止が見込まれることによる減

軽自動車税

個人市民税
212.4億円

固定資産税
236.8億円

事業所税 18.8億円

都市計画税 43.4億円

宿泊税 3.9億円

法人市民税 48.7億円

軽自動車税 11.0億円

市たばこ税 27.9億円

入湯税 0.6億円

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

▲0.2▲59,27723,738,99023,679,7132 固定資産税1 市税

▲0.3▲59,44323,424,47323,365,0301 固定資産税

0.1166314,517314,6832 国有資産等所在市町

村交付金及び納付金

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

▲3.6▲41,2791,141,2691,099,9903 軽自動車税1 市税

1.010,8981,075,9921,086,8901 軽自動車税

▲79.9▲52,17765,27713,1002 環境性能割

（R7当初予算額 601.6億円）

令和8年度市税当初予算額
603.5億円

（単位：千円・％）

（単位：千円・％）

（1） R８当初予算

〈一般会計予算に関する説明書 22～23ページ〉

〈一般会計予算に関する説明書 22～25ページ〉
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主な増減理由税目

●宿泊入湯者数
の増

入湯税

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

6.23,75360,68764,4401 入湯税5 入湯税1 市税

個人市民税
212.4億円

固定資産税
236.8億円

事業所税 18.8億円

都市計画税 43.4億円

宿泊税 3.9億円

法人市民税 48.7億円

軽自動車税 11.0億円

市たばこ税 27.9億円

入湯税 0.6億円

（R7当初予算額 601.6億円）

令和8年度市税当初予算額
603.5億円

（単位：千円・％）

増減R8R7税率区 分

＋42,064人354,533人312,469人150円宿泊入湯者数

▲85,242人375,318人460,560人30円日帰り入湯者数

主な増減理由税目

●資産割 事業所新設等による増 ＋0.3億円
●従業者割 従業者給与総額が増加することによる増 ＋0.2億円

事業所税

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

3.156,9541,825,2961,882,2501 事業所税6 事業所税1 市税

（単位：千円・％）

主な増減理由税目

●加熱式たばこの換算方式の見直しによる課税本数の増
R7予算 420,349千本 → R8予算 425,180千本 （＋4,831千本）
※加熱式たばこ 換算前 179,554千本 → 換算後 192,855千本 （＋13,301千本）

市たばこ税

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

1.131,6502,754,1282,785,7781 市たばこ税4 市たばこ税1 市税

（単位：千円・％）

（1） R８当初予算

〈一般会計予算に関する説明書 24～25ページ〉

〈一般会計予算に関する説明書 24～25ページ〉

〈一般会計予算に関する説明書 24～27ページ〉
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個人市民税
212.4億円

固定資産税
236.8億円

事業所税 18.8億円

都市計画税 43.4億円

宿泊税 3.9億円

法人市民税 48.7億円

軽自動車税 11.0億円

市たばこ税 27.9億円

入湯税 0.6億円

主な増減理由税目

●家屋 新増築等による増 ＋0.1億円都市計画税

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

0.312,4454,327,4874,339,9321 都市計画税7 都市計画税1 市税

増減率増減額前年度予算額本年度予算額目項款

6.122,312367,011389,3231 宿泊税8 宿泊税1 市税

主な増減理由税目

●新規宿泊施設の開業等による宿泊者数の増

R7予算 2,736,737人 → R8予算 2,905,495人(＋168,758人)
宿泊税

（R7当初予算額 601.6億円）

令和8年度市税当初予算額
603.5億円

（単位：千円・％）

（単位：千円・％）

（1） R８当初予算

〈一般会計予算に関する説明書 26～27ページ〉

〈一般会計予算に関する説明書 26～27ページ〉
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（2） 市税収入額の推移 （3） 市税の徴収率及び収入未済額の推移

199.4 199.9 198.6 197.8 195.9 194.6 195.2 183.5
205.9 212.4

57.2 54.0 58.7 
43.6 41.5 43.9 42.5 

51.6 

45.6 
48.7 

203.2 201.9 204.1

203.9 203.3 210.6 216.6 221.6

234.8
236.8

28.2 27.3 27.2 

25.2 26.8 
28.1 28.2 27.9 

27.2 
27.9 37.8 37.6 38.1 

38.0 37.9 
39.4 40.5 41.1 

42.5 
43.4 

27.5 26.7 
27.1 

27.9 26.1 
26.4 

30.6 33.2 

34.4 
34.3 

553.3 547.4 553.8 

536.4 531.5 
543.0 

553.6 558.9 

590.4 
603.5 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

(決見)

R8

(当初)

（億円）

個人市民税 法人市民税 固定資産税
市たばこ税 都市計画税 その他の税
市税 合計

※その他の税
・軽自動車税 ・事業所税 ・入湯税
・特別土地保有税 ・宿泊税（R5～）

14.4

13.4 13.4

17.2

13.1
12.3

10.8

9.0 
8.4

7.9

97.3 97.5 97.5 96.8 97.5 97.7 98.0 98.3 98.5 98.6
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収入未済額

全体

現年課税

滞納繰越

（見込）

（見込）

（見込） （見込）
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増減率増減額前年度予算額本年度予算額項款

▲1.4▲14,037976,506962,4692 地方譲与税

▲16.3▲32,445199,048166,6031 地方揮発油譲与税

3.121,239685,147706,3862 自動車重量譲与税

-0113 地方道路譲与税

-06,5316,5314 特別とん譲与税

▲3.3▲2,83185,77982,9485 森林環境譲与税

（1） 地方譲与税 R８当初予算
２ 地方譲与税・交付金・地方交付税の状況

（単位：千円・％）

増減理由譲与基準譲与総額根拠法令課税標準

特例税率（暫定税率）の廃止
（令和7年12月末）により地方
揮発油税の減収が見込まれ
ることによる減

●都道府県：58/100
●市町村： 42/100

・1/2 市町村道の延長
・1/2 市町村道の面積

税収入額の全額
地方揮発油譲与
税法

製造場からの移出
又は保税地域から
の揮発油引取数量

1 地方揮発油
譲与税

―

●都道府県：24/357（24/431）
●市町村：333/357（407/431）

・1/2 市町村道の延長
・1/2 市町村道の面積

税収入額の357/1,000
（当分の間431/1,000）

自動車重量譲与
税法

車検を受ける車等
2 自動車重量

譲与税

―
●開港への入港に係る特別
とん税の収入額に相当する額

税収入額の全額
特別とん譲与税
法

外国貿易船の
純トン数

4 特別とん
譲与税

―

●都道府県：1/10
●市町村： 9/10

・5.5割 私有林人工林面積
・2割 林業就業者数
・2.5割 人口

税収入額に相当する
額

森林環境税及び
森林環境譲与税
に関する法律

国内に住所を
有する個人

5 森林環境
譲与税

〈一般会計予算に関する説明書 26～31ページ〉
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増減率増減額前年度予算額本年度予算額款

514.0142,41627,708170,1243 利子割交付金

▲4.2▲12,212290,332278,1204 配当割交付金

18.781,492436,158517,6505 株式等譲渡所得割交付金

6.751,481772,640824,1216 法人事業税交付金

（単位：千円・％）

増減理由交付基準交付総額根拠法令課税標準

県民税利子割の増収が見
込まれることによる増

当該市町村に係る個人の
県民税額の割合で按分

県民税利子割に99/100
を乗じて得た額の3/5に
相当する額

地方税法
第71条の26

預貯金の利子等3 利子割交付金

―
県民税配当割に99/100
を乗じて得た額の3/5に
相当する額

地方税法
第71条の47

上場株式等の配当等4 配当割交付金

県民税株式等譲渡所得割
の増収が見込まれること
による増

県民税株式等譲渡所得
割に99/100を乗じて得た
額の3/5に相当する額

地方税法
第71条の67

上場株式等の譲渡益
5 株式等譲渡

所得割交付金

―
当該市町村に係る従業者
数の割合で按分

法人事業税収入額の
7.7/100

地方税法
第72条の76

事務所、事業所を設け
て事業を営む法人の
所得等

6 法人事業税
交付金

（2） 交付金 R８当初予算

〈一般会計予算に関する説明書 30～33ページ〉
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増減率増減額前年度予算額本年度予算額款

13.81,451,73210,546,78811,998,5207 地方消費税交付金

▲4.4▲2,28951,89249,6038 ゴルフ場利用税交付金

▲100.0▲81,50681,50719 環境性能割交付金

－030030010 国有提供施設等所在市町村助成交付金

増減理由交付基準交付総額根拠法令課税標準

地方消費税の増収が見
込まれることによる増

●従来分（10/22）
・1/2 人口
・1/2 従業者数

●引上げ分（12/22）
・全額を人口で按分

地方の消費に相当する
額等により按分し都道
府県間で清算した後の
地方消費税額の1/2

地方税法
第72条の115

消費税額
（参考）

消費税率 7.8％
地方消費税率 2.2％
（消費税額の22/78）
合計 10.0％

7 地方消費税
交付金

―
当該市町村に所在する
ゴルフ場に係るゴルフ場
利用税の額の7/10

―地方税法第103条
ゴルフ場の利用料金・
ホール数などを基準と
した「等級」ごとに決定

8 ゴルフ場
利用税交付金

環境性能割の廃止が見
込まれることによる減

・1/2 市町村道の延長
・1/2 市町村道の面積

環境性能割に95/100を
乗じて得た額の43/100
に相当する額

地方税法
第177条の6

自動車の取得価額
9 環境性能割

交付金

―

・7/10 対象資産の価格
・3/10 対象資産の種類
及び用途、当該市町村
の財政状況等で按分

―
国有提供施設等所
在市町村助成交付
金に関する法律

自衛隊が使用する施
設等の用に供する固
定資産

10 国有提供施設
等所在市町村
助成交付金

（単位：千円・％）

（2） 交付金 R８当初予算

〈一般会計予算に関する説明書 32～35ページ〉
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（2） 交付金 R８当初予算

増減率増減額前年度予算額本年度予算額項款

44.6119,466267,626387,09211 地方特例交付金

46.0120,080261,306381,3861 地方特例交付金

▲9.7▲6146,3205,706
2 新型コロナウイルス感染症対策
地方税減収補てん特別交付金

（単位：千円・％）

予算額の内訳内 容区 分項

218,607
個人住民税における住宅借入金等特別
税額控除の実施に伴う地方公共団体の
減収額の全額を補てんするもの。

個人住民税減収補てん特例交付金

1 地方特例交付金 27,676
地方揮発油税の暫定税率の廃止に伴う
令和8年度の地方公共団体の減収額の
全額を補てんするもの。

地方揮発油譲与税減収補てん特例
交付金

81,506自動車税及び軽自動車税の環境性能割
の廃止に伴う令和8年度の地方公共団
体の減収額の全額を補てんするもの。

自動車税減収補てん特例交付金

53,597軽自動車税減収補てん特例交付金

381,386小 計

5,706
生産性革命の実現に向けた新規設備
の固定資産税の特例措置の拡充等に
よる減収額全額を補てんするもの。

新型コロナウイルス感染症対策地
方税減収補てん特別交付金

2 新型コロナウイ
ルス感染症対策
地方税減収補て
ん特別交付金

5,706小 計
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（3） 地方交付税 R８当初予算

増減率増減額前年度予算額本年度予算額説明欄款

▲4.7▲1,911,83640,724,75038,812,91412 地方交付税

▲5.2▲2,010,72338,556,33036,545,6071 普通交付税

4.698,8872,168,4202,267,3072 特別交付税

（単位：千円・％）

内 容説明欄

国税収入のうちの一定割合分について、地方公共団体が等しく行うべ
き事務を行うことができるよう、一定の基準により国から交付される
もの。地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図る
ため、国庫支出金とは異なりその使途は特定されていない。地方交付
税総額の94％が普通交付税として交付される。

1 普通交付税

普通交付税で捕捉されなかった特別の財政需要や災害等のための特別
の財政需要に対して交付されるもの。地方交付税総額の6％が特別交
付税として交付される。

２ 特別交付税

（参考）普通交付税の
算定イメージ図

普通交付税
36,545,607千円
（Ａ－Ｂ）

基準財政収入額 53,642,541千円（Ｂ）

基準財政需要額 90,188,148千円（Ａ）

〈一般会計予算に関する説明書 36ページ～37ページ〉

-29-


